
認定店・認定店運営事業者の皆様

要領改正の３つのポイント

詳細は裏面をご覧ください。

更新認定
廃止

書類での
審査が可能
になります

令和７年
４月１日
に施行予定です
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★なぜ制度の変更を行うの？

エコ協力店いわて認定制度では、認定から３年が経過した店舗には認定更新
を行い、取組状況について確認をしていたところです。
一方で、店舗の取組状況については、毎年度提出いただいている実績報告書
により確認ができており、認定店舗の事務負担が大きくなっていたところです。
認定店の事務負担軽減のため、今般、認定制度要領を一部改正するものです。

① 更新認定について

更新認定を廃止します。
② 認定申請等に係る審査方法について

認定時の取組内容審査について、申請店舗から申出があり、認定に支障が
ない場合、書類審査も可能とします。
書類審査では、取組内容が分かる写真を添付した書類を提出することとし
ます。書類は任意様式とし、参考様式を要領において提示しています。

★変更の内容は？

★変更に伴って必要な手続きはあるの？

＜任意様式＞取組内容確認シート

今回の改正に伴って、既に作成いただいている取組計画書の変更といった手
続きは不要です。
認定証については、認定期間が終了する年度に再交付します。


